
法人 個人 集落営農

1 高田 H30.4.1 H30.3.26 0 7 1 ― ○ ○ ○

4 東徳田第１ H30.4.1 H30.3.26 0 3 1 十分確保 ○ ○

5 東徳田第２ H30.4.1 H30.3.26 2 0 0 ― ○ ○

7 間野々第２ H30.4.1 H30.3.26 0 10 1 十分ではない ○ ○

12 下赤林 H30.4.1 H30.3.26 1 3 0 十分ではない ○ ○ ○ ○

13 広宮沢 H30.4.1 H30.3.26 2 4 1 十分ではない ○ ○ ○

21 下北 H30.4.1 H30.3.26 2 3 0 十分確保 ○ ○ ○ ○ ○

22 三矢巾 H30.4.1 H30.3.26 2 0 0 十分確保 ○ ○ ○ ○

26 岩清水 H30.4.1 H30.3.26 1 1 2 いない ○ ○ ○ ○

　※上記については、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第１項の規定により公表する参考様式２の内容を一覧にまとめたものです。

矢巾町における人・農地プランの取組状況(平成30年３月26日更新分)
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